産　業　医　契　約　書
　労働安全衛生法第１３条の定めにより、同法施行令第５条に該当する

事業場の事業者　　　　　　　　　　　　　　　　　「以下甲という」

と、産業医　　　　　　　　　　　　　「以下乙という」とは、産業医

委嘱に関し、次のとおり契約を締結する。

（産業医委嘱）

第１条　甲は、乙を甲の事業場における労働安全衛生法第１３条の産業

医として選任し、その職務を行なうことを委嘱し、乙はこれを承

諾した。

（業務の内容）

第２条　乙は甲の事業場において、次の職務を行なう。

１．労働安全衛生規則第１４条及び、第１５条並びに、第６１条第
２項に定める事項。

２．その他、労働安全衛生法等に基づく、諸規則に定める労働者の
健康診断及び、健康管理並びに、健康管理の指導に関する事項。

（事業者の責務）

第３条　甲は、乙の職務遂行に協力すると共に、乙の勧告指導を尊重し、

　　　必要な措置を速やかに講ずるものとする。

（報　　　　酬）
第４条　甲は乙に対し、別に定める産業医参考嘱託料を参考として、嘱
託料月額　　　　　　　　円を毎月　　　　日までに支払うも
のとする。また、健康診断及び、予防接種等の料金は別に定め、
実施の都度支払うものとする。
（災害時の補償）
第５条
１．乙が本契約に定める業務を遂行中に生じた、第三者に対する物
的及び、人的事故は、乙の故意または重大な過失による場合を除
き、すべて甲の責任において、処理し、補償する。
２．職務遂行のため、事業場へ往復途上における事故についても、
これに準ずるものとする。

（選任届・解任届）
第６条

１．甲はこの契約により、乙を産業医に選任したときは、労働安全
衛生規則による報告を速やかに地区労働基準監督署に届出る。

２．この契約を、解除又は、破棄し、乙が、産業医でなくなったと
きも同様とする。

（契約の有効期間）

第７条　本契約の有効期限は、平成　　　　年　　　月　　　日から１

カ年とする。但し、期間満了の３０日前までに、甲・乙いずれか

の異議の申出がない場合は、本契約を自動的に延長したものとす

る。

（契約の解除）

第８条　甲・乙いずれかの契約の破棄の申出がなされたときは、申出か
ら１カ月の期間をおいて、この契約を解除することができる。
（契約条項の改訂）

第９条　本契約の条項について、その内容を改訂する必要が生じた場合

は、甲・乙双方協議し、その内容及び実施の時を定めるものとす

る。

（協　　　議）

第10条　本契約に定めのない事項または、本契約について生じた疑義に

　　　　ついては、その都度、甲・乙協議のうえ、取り決めるものとす

　　　　る。

上記の契約書は、二通作成し、甲・乙押印の上、各自その一通を保有する。
平成　　　　年　　　月　　　日
甲　事業場所在地及び名称
　事業場代表者氏名
 eq \o\ac(○,印)
乙　産業医医療機関所在地

　　及び名称、産業医氏名

 eq \o\ac(○,印)
産　業　医　参　考　嘱　託　料　金　表

	嘱

託

料
	従業員数
	（標準）料金（月額）

	
	50人未満

50人～ 99人

100人～199人

200人～299人

300人～399人

400人～499人
	40,000円以上

60,000円以上

70,000円以上

80,000円以上

90,000円以上

100,000円以上

	
	以下、100人未満を増すごとに10,000円を加算する。


· 但し、健康診断（特殊健康診断を含む）・予防接種等の諸料金は別途

とする。

註1．嘱託料は、事業場の職務別の労働者数、有害・危険業務の有無等

　　　を考慮し、上記金額を参考として甲・乙協議の上決定する。

　２．産業医の職務は、概ね次に掲げる事項である。

　（１）健康診断の実施、その他労働者の健康管理。

　（２）衛生教育、その他労働者の健康保持増進を図るための医学に関

する専門知識の提供。

　（３）健康障害の原因調査、再発防止のための医学的措置。

　（４）（１）（２）（３）の事項について、事業者又は総括安全衛生管理

　　　　理者への勧告、又は衛生管理者の指導もしくは助言。

　（５）健康診断結果報告書への記名・押印。

　（６）作業場の巡視。（少なくとも月１回）

　（７）安全衛生委員会への出席。
